
第１回阿南市公共下水道受益者負担金等審議会

（下水道使用料に関すること）

資料２



１．下水道の種類

下水道 下水道法上の下水道 公共下水道 （狭義の）公共下水道

特定環境保全公共下水道

特定公共下水道

流域下水道

都市下水路

下水道類似施設 農業集落排水処理施設

漁業集落排水処理施設

コミュニティ・プラント

合併処理浄化槽

単独処理浄化槽

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩



２．徳島県内の下水道事業
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徳島県内汚水処理人口普及率（令和４年度末）
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徳島県HPより



阿南市の下水道事業計画

打樋川処理区

全体計画 認可計画

１．目標年次 令和17年度 令和６年度

２．計画区域 676ha 80.8ha

３．計画人口
行政人口 68,000人 71,500人

処理人口 17,200人 2,400人

４．処理場

名称 阿南市富岡浄化センター 同左

計画汚水量 10,400㎥/日 2,600㎥/日

処理方法
水処理

オキシデーションディッチ法
+急速ろ過

オキシデーションディッチ法

汚泥処理 濃縮→脱水→搬出 脱水→搬出

放流先河川 二級河川 打樋川 同左



３．下水道の役割

浸水の防除

生活環境を改善する

公共用水域の水質の保全



４．下水道の仕組み
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使用料体系の種類

基本使用料

汚水の種類 基本料金 従量料金

使用者が排除した汚水の量 料金

一般汚水(公衆
浴場汚水以外の
汚水)

480円 10㎥以下 1㎥につき 150円

10㎥を超え20㎥以下 1㎥につき 155円

20㎥を超え30㎥以下 1㎥につき 160円

30㎥を超え50㎥以下 1㎥につき 165円

50㎥を超えるもの 1㎥につき 170円
累進使用料

従量使用料



阿南市の下水道使用料について

基本料金 10㎥まで 1,400円

10㎥を超え 20㎥まで(１㎥につき) 150円

20㎥を超え 30㎥まで(１㎥につき) 155円

30㎥を超える部分(１㎥につき) 160円

使用水量 下水道使用料(消費税10％込み)

10㎥ 1,540円

15㎥ 2,365円

20㎥ 3,190円

25㎥ 4,042円

30㎥ 4,895円

（税抜）



５．受益者負担金とは

下水道事業により公共下水道が整備されることにより

１．その整備により特定の地域について環境が改善され、未整備地区に比べて利便性・快適
性が著しく向上すること

２．結果として、当該地域の資産価値を増加させること

３．加えて、当該利益を受ける者の範囲が明確であること

このことから、受益と負担の公平を保ちながら、下水道整備によって恩恵を受ける方々に
建設費の一部を負担していただく制度となります。



徳島県内の受益者負担金額
徳島市 500円/㎡ 420円/㎡ (昭和町・二軒屋町)

鳴門市 270円/㎡

小松島市

吉野川市
350円/㎡ (第１負担区) 370円/㎡ (第２負担区)
370円/㎡ (第３負担区) 370円/㎡ (第４負担区)

美馬市 公共ます１つあたり 150,000円

松茂町 地積に関係なく一戸あたり 160,000円

北島町 330円/㎡

藍住町 一戸あたり 120,000円

板野町 一戸あたり 30,000円

美波町 １箇所あたり 100,000円 公共ます１つ追加するごとに 50,000円

海陽町

つるぎ町 公共ます１つあたり 150,000円

東みよし町 一戸あたり 300,000円

阿南市 700円/㎡



御視聴ありがとうございました。


